
JP 2015-152805 A 2015.8.24

10

(57)【要約】
【課題】綴じ装置から排出された綴じ部材を回収容器に
回収することができる画像形成装置、綴じ装置及び綴じ
部材回収装置を提供する。
【解決手段】画像形成装置１０は、記録媒体を受け入れ
る受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴じ位置とへ移動す
る可動部２２０を備え、綴じ位置にて記録媒体を綴じる
ステープラ２００と、重力方向上方に開放部３０２を有
し、開放部３０２がステープラ２００よりも重力方向下
方に位置し、ステープラ２００から排出された綴じ部材
２９０を開放部２９０を介して回収する回収容器３００
とを有し、開放部２９０の水平面への投影面が可動部２
２０の水平面への投影面を含む。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体を受け入れる受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴じ位置とへ移動する移動部を
備え、前記綴じ位置にて記録媒体を綴じる綴じ装置と、
　重力方向上方に開口を有し、前記開口が前記綴じ装置よりも重力方向下方に位置し、前
記綴じ装置から排出された綴じ部材を前記開口を介して回収する回収容器と、
を有し、
　前記開口の水平面への投影面が前記移動部の水平面への投影面を含む画像形成装置。
【請求項２】
　前記回収容器は、画像形成装置に対して着脱可能であって、
　前記画像形成装置から前記回収容器が取り外される方向が略水平となるように前記回収
容器の移動を案内する回収容器案内部をさらに有する請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記回収容器と画像形成装置の外装部材との間に形成される隙間の少なくとも一部を封
止する封止部材をさらに有する請求項１又は２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記回収容器と対向する位置に接合部分を有する複数の外装部材を備え、前記接合部分
の少なくとも一部を封止する封止部材をさらに有する請求項１乃至３いずれか記載の画像
形成装置。
【請求項５】
　前記外装部材の一部が、前記回収容器の内部にせり出している請求項３又は４記載の画
像形成装置。
【請求項６】
　画像形成装置の外装部材に一端部側が装着されていて、前記外装部側から前記回収容器
内へと綴じ部材を案内する綴じ部材案内部をさらに有する請求項１又は２記載の画像形成
装置。
【請求項７】
　前記綴じ装置を覆う位置と前記綴じ装置の少なくとも一部を開放する位置との間を移動
するように開閉する開閉部と、
　前記開閉部が前記綴じ装置を開放する位置にある場合に前記綴じ装置の駆動を禁止する
禁止手段と、
をさらに有する請求項１乃至６いずれか記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記禁止手段は、前記回収容器に装着されている請求項７記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記綴じ装置は、少なくとも一部が前記回収容器に支持されている請求項１乃至８いず
れか記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　画像が形成された記録媒体が排出される排出部をさらに有し、
　前記綴じ装置は、前記排出部から操作者が記録媒体を取り出す側と同じ側から操作でき
る位置に配置されている請求項１乃至９いずれか記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　操作に用いられる操作部をさらに有し、
　前記綴じ装置は、操作者が操作する側から見た前記画像形成装置本体の中央部に対して
前記操作部と互いに逆側となる位置から操作することができるように配置されている請求
項１乃至１０いずれか記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　記録媒体を受け入れる受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴じ位置とへ移動する移動部を
備え、前記綴じ位置にて記録媒体を綴じる綴じ装置であって、
　重力方向上方に開口を有し、前記開口が当該綴じ装置よりも重力方向下方に位置し、綴
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じ部材を前記開口を介して回収する回収容器に排出した綴じ部材が回収され、
　前記開口の水平面への投影面が前記移動部の水平面への投影面を含むように配置されて
いる綴じ装置。
【請求項１３】
　記録媒体を受け入れる受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴じ位置とへ移動する移動部を
備え、前記綴じ位置にて記録媒体を綴じる綴じ装置から排出された綴じ部材を回収し、
　重力方向上方に開口を有し、前記開口が前記綴じ装置よりも重力方向下方に位置し、前
記綴じ装置から排出された綴じ部材を前記開口を介して回収する回収容器を有し、
　前記開口の水平面への投影面が前記移動部の水平面への投影面を含む綴じ部材回収装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置、綴じ装置及び綴じ部材回収装置に関する。
【０００２】
　特許文献１には、整合された複数のシートにステープルを打ち込み、このステープルを
押圧して留めるステープル処理手段と、ステープル処理手段により空打ちされたステープ
ルを回収するステープル回収部材と、ステープル回収部材に回収されたステープルを磁気
的に付着させる磁場発生手段とを備えたことを特徴とする無効針回収装置が記載されてい
る。
【０００３】
　特許文献２には、揃えられた複数のシート部材にステープルを打ち込み、該ステープル
を押圧して留めるステープル処理手段と、ステープル処理手段により空打ちされたステー
プルを磁気的に付着させる磁場発生手段とを備えたことを特徴とする無効針収集装置が記
載されている。
【０００４】
　特許文献３には、シート積載部に積載されたシートに対して所定のステイプル位置で綴
じ針により綴じ処理を行う綴じ手段を備えたシート処理装置において、前記綴じ手段は、
綴じ針を収納するカートリッジと、前記カートリッジに収納された綴じ針を１つずつ打出
す打出し部と、前記打出し部に対向して設けられ、前記打出し部から打出された綴じ針を
折り曲げる折り曲げ部と、を備え、前記カートリッジは、前記折り曲げ部の鉛直方向下方
に位置するように設けられ、前記綴じ手段による綴じ処理がシートに対して行われなかっ
た空打ち針を前記綴じ手段の外部まで導くための、前記綴じ手段の外部に向かって下方に
傾斜した滑降面を、前記カートリッジの上面に備えることを特徴とするシート処理装置が
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０６－０４０６４７号公報
【特許文献２】特開平０５－０３８８８８号公報
【特許文献３】特開２００６－２９７７０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、綴じ装置から排出された綴じ部材を回収容器に回収することができる画像形
成装置、綴じ装置及び綴じ部材回収装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る本発明は、記録媒体を受け入れる受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴じ
位置とへ移動する移動部を備え、前記綴じ位置にて記録媒体を綴じる綴じ装置と、重力方
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向上方に開口を有し、前記開口が前記綴じ装置よりも重力方向下方に位置し、前記綴じ装
置から排出された綴じ部材を前記開口を介して回収する回収容器と、を有し、前記開口の
水平面への投影面が前記移動部の水平面への投影面を含む画像形成装置である。
【０００８】
　請求項２に係る本発明は、前記回収容器は、画像形成装置に対して着脱可能であって、
前記画像形成装置から前記回収容器が取り外される方向が略水平となるように前記回収容
器の移動を案内する回収容器案内部をさらに有する請求項１記載の画像形成装置である。
【０００９】
　請求項３に係る本発明は、前記回収容器と画像形成装置の外装部材との間に形成される
隙間の少なくとも一部を封止する封止部材をさらに有する請求項１又は２記載の画像形成
装置である。
【００１０】
　請求項４に係る本発明は、前記回収容器と対向する位置に接合部分を有する複数の外装
部材を備え、前記接合部分の少なくとも一部を封止する封止部材をさらに有する請求項１
乃至３いずれか記載の画像形成装置である。
【００１１】
　請求項５に係る本発明は、前記外装部材の一部が、前記回収容器の内部にせり出してい
る請求項３又は４記載の画像形成装置である。
【００１２】
　請求項６に係る本発明は、画像形成装置の外装部材に一端部側が装着されていて、前記
外装部側から前記回収容器内へと綴じ部材を案内する綴じ部材案内部をさらに有する請求
項１又は２記載の画像形成装置である。
【００１３】
　請求項７に係る本発明は、前記綴じ装置を覆う位置と前記綴じ装置の少なくとも一部を
開放する位置との間を移動するように開閉する開閉部と、前記開閉部が前記綴じ装置を開
放する位置にある場合に前記綴じ装置の駆動を禁止する禁止手段と、をさらに有する請求
項１乃至６いずれか記載の画像形成装置である。
【００１４】
　請求項８に係る本発明は、前記禁止手段は、前記回収容器に装着されている請求項７記
載の画像形成装置である。
【００１５】
　請求項９に係る本発明は、前記綴じ装置は、少なくとも一部が前記回収容器に支持され
ている請求項１乃至８いずれか記載の画像形成装置である。
【００１６】
　請求項１０に係る本発明は、画像が形成された記録媒体が排出される排出部をさらに有
し、前記綴じ装置は、前記排出部から操作者が記録媒体を取り出す側と同じ側から操作で
きる位置に配置されている請求項１乃至９いずれか記載の画像形成装置である。
【００１７】
　請求項１１に係る本発明は、操作に用いられる操作部をさらに有し、前記綴じ装置は、
操作者が操作する側から見た前記画像形成装置本体の中央部に対して前記操作部と互いに
逆側となる位置から操作することができるように配置されている請求項１乃至１０いずれ
か記載の画像形成装置である。
【００１８】
　請求項１２に係る本発明は、記録媒体を受け入れる受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴
じ位置とへ移動する移動部を備え、前記綴じ位置にて記録媒体を綴じる綴じ装置であって
、重力方向上方に開口を有し、前記開口が当該綴じ装置よりも重力方向下方に位置し、綴
じ部材を前記開口を介して回収する回収容器に排出した綴じ部材が回収され、前記開口の
水平面への投影面が前記移動部の水平面への投影面を含むように配置されている綴じ装置
である。
【００１９】
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　請求項１３に係る本発明は、記録媒体を受け入れる受け入れ位置と記録媒体を綴じる綴
じ位置とへ移動する移動部を備え、前記綴じ位置にて記録媒体を綴じる綴じ装置から排出
された綴じ部材を回収し、重力方向上方に開口を有し、前記開口が前記綴じ装置よりも重
力方向下方に位置し、前記綴じ装置から排出された綴じ部材を前記開口を介して回収する
回収容器を有し、前記開口の水平面への投影面が前記移動部の水平面への投影面を含む綴
じ部材回収装置である。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１に係る本発明によれば、綴じ装置から排出された綴じ部材を回収容器に回収す
ることができる。
【００２１】
　請求項２に係る本発明によれば、回収容器を画像形成装置への装着時と同じ姿勢のまま
で取り外すことができ、回収容器から綴じ部材が拡散しにくくすることができる。
【００２２】
　請求項３に係る本発明によれば、外装部と回収容器との間の空間から綴じ部材が拡散し
にくくすることができる。
【００２３】
　請求項４に係る本発明によれば、複数の外装部材の接合部分から綴じ部材が拡散するこ
とを防止できる。
【００２４】
　請求項５に係る本発明によれば、外装部材に接触した綴じ部材が回収容器の内部に落下
させることができる。
【００２５】
　請求項６に係る本発明によれば、外装部材と回収容器との間の空間から綴じ部材が拡散
しにくくすることができる。
【００２６】
　請求項７に係る本発明によれば、綴じ装置を覆う開閉部が開いた状態で綴じ装置が作動
することを禁止することができる画像形成装置を提供することができる。
【００２７】
　請求項８に係る本発明によれば、回収容器を装着していない状態で綴じ装置が作動する
ことを禁止することができる。
【００２８】
　請求項９に係る本発明によれば、回収容器を装着していない状態で綴じ装置が作動する
ことを禁止することができる。
【００２９】
　請求項１０に係る本発明によれば、画像が形成された記録媒体をと綴じる操作の操作性
を向上させることができる。
【００３０】
　請求項１１に係る本発明によれば、画像が形成された記録媒体を綴じる操作の操作性を
向上させることができる。
【００３１】
　請求項１２に係る本発明によれば、綴じ装置から排出された綴じ部材の画像形成装置本
体内における散乱を抑制することができる。
【００３２】
　請求項１３に係る本発明によれば、綴じ装置から排出された綴じ部材の画像形成装置本
体内における散乱を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置を正面から示す図である。
【図２】図１に示す画像形成装置を右側から示す図である。
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【図３】図１に示す画像形成装置が有する外装部の構成を説明する図である。
【図４】図１に示す画像形成装置が有する開閉部を示し、図４（ａ）は開閉部が閉じられ
た状態を正面側から示す図であり、図４（ｂ）は開閉部が閉じられた状態を正面側から示
す図である。
【図５】図１に示す画像形成装置が有する綴じ装置を示す斜視図である。
【図６】図６に示す綴じ装置を正面側から示す図である。
【図７】図５に示す綴じ装置に用いられる綴じ部材を示す図である。
【図８】図１に示す画像形成装置が有する回収容器を示し、図８（ａ）は回収容器を後方
から示す斜視図であり、図８（ｂ）は回収容器を前方から示す斜視図である。
【図９】図１に示す画像形成装置が有する側板部材に図５に示す綴じ装置が取り付けられ
た状態を右側から示す図である。
【図１０】図９に示す綴じ装置が取り付けられた側板部材に、さらに回収容器が取り付け
られた状態を右側から示す図である。
【図１１】図５に示す綴じ装置が側板部材に取り付けられた状態を前側から示す図であり
、図２におけるＡ－Ａ線断面を示す図である。
【図１２】外装部、回収容器及び封止部材の位置関係を画像形成装置の内側（左側）から
示す図である。
【図１３】回収容器の開放部の水平面への投影面と、綴じ装置の水平面への投影面と位置
関係を説明する図である。
【図１４】第１の変形例を示し、第１の変形例において綴じ装置が側板部材及び回収容器
に取り付けられた状態を右側から示す斜視図である。
【図１５】第２の変形例を示し。第２の変形例においてインターロックが回収容器に取り
付けられた状態を正面側から示す図である。
【図１６】第３の変形例を示し、第３の変形例が有する案内部を正面側から示す図である
。
【図１７】図１７に示す案内部を右側から示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　次に本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１及び図２には、本発明の実施形態に係る画像形成装置１０が示されている。図１及
び図２に示すように、画像形成装置１０は、画像形成装置本体１００を有し、画像形成装
置本体１００の上側に原稿読み取り装置９００が装着されている。また、図１に一点鎖線
で示す画像形成装置本体１００の前側（図１における紙面側）から見た中心Ｃよりも左側
には、操作装置９２０が装着されている。また、画像形成装置本体１００内における中心
Ｃよりも右側には、ステープラ２００と、回収容器３００と、封止部材３８０とが配置さ
れている。尚、封止部材３８０は、図示の便宜上、図２のみに示し図１には図示していな
い。
【００３５】
　また、画像形成装置本体１００内には、電装基板９３０が装着されている。また、画像
形成装置本体１００内には、例えば電子写真方式等により例えば普通紙等の記録媒体に画
像を形成する画像形成部が配置されている（不図示）。
【００３６】
　ステープラ２００は、記録媒体として用いられている例えば普通紙等を綴じる綴じ装置
として用いられている。ステープラ２００の詳細は後述する。
【００３７】
　回収容器３００は、ステープラ２００から排出された綴じ部材２９０（図７を参照）を
回収するために用いられている。回収容器３００の詳細は後述する。
【００３８】
　綴じ部材２９０は、正常に記録媒体等を綴じるために用いられれば、記録媒体に付着し
た状態となる。しかしながら、記録媒体等を綴じる動作が正常に完了しなかった場合に、
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綴じ部材２９０がステープラ２００から排出され、且つ記録媒体等に付着されていない状
態となることがあり、このような綴じ部材２９０が良好に回収されないと、このような綴
じ部材２９０が画像形成装置本体１００内に散乱する虞がある。
【００３９】
　封止部材３８０は、回収容器３００と後述する外装部１１０との間に形成される隙間の
少なくとも一部を封止するために用いられている。封止部材３８０の詳細は後述する。
【００４０】
　電装基板９３０には、電源や画像形成装置１０の制御に用いられるＣＰＵ等が装着され
ている。また、電装基板９３０はステープラ２００よりも重力方向における下方に配置さ
れている。このため、ステープラ２００から排出された綴じ部材２９０が画像形成装置本
体１００内で散乱すると、散乱した綴じ部材２９０が落下するようにして、電装基板９３
０に到達する虞があり、綴じ部材２９０が電装基板９３０に到達すると、金属からなる綴
じ部材２９０により電装基板９３０に装着された電装部品間における短絡を生じさせる虞
がある。
【００４１】
　操作装置９２０は、操作に用いられる例えばテンキー等の操作部９２２と、画像形成装
置１０の状態を表示するための例えば液晶表示パネル等の表示部９２４とを有する。操作
装置９２０は、画像形成装置１０の前側から操作することができ、画像形成装置１０の前
側から表示部９２４の表示を見ることができるように配置されている。
【００４２】
　画像形成装置本体１００は、画像形成装置１０の外壁を形成する外装部１１０と、後述
する側板部材１８０（例えば図１１を参照）とを有する。また、画像形成装置本体１００
の上側の面は、画像が形成された記録媒体が排出される排出部１０２として用いられてい
る。排出部１０２へと排出された記録媒体は、操作者が画像形成装置１０の前側から取り
出すことができる。
【００４３】
　外装部１１０は、開閉部１２０を有する。また、外装部１１０は、開閉部１２０を含む
複数の部材を組み合わせて構成されている。
【００４４】
　開閉部１２０には、挿入孔１２２が形成されている。挿入孔１２２には、例えば排出部
１０２に排出された複数枚の記録媒体等をステープラ２００で綴じる際に、複数枚を重ね
た状態にある記録媒体等の例えば左端側の上端部が操作者によって挿入される。尚、ステ
ープラ２００は、画像形成装置１０で画像が形成された記録媒体に限らず、重ねられた状
態にある複数の用紙等を綴じるための用いることもできる。
【００４５】
　挿入孔１２２は、例えば水平に長手方向が形成された形状を有し、画像形成装置１０の
前側から、水平状態の記録媒体等を挿入できるようになっている。このように、ステープ
ラ２００は、排出部１０２から操作者が記録媒体を取り出す側である画像形成装置１０の
前側から操作ができる位置に配置されている。さらには、ステープラ２００は、操作者が
画像形成装置１０を操作する側である前側から見た画像形成装置本体１００の中心Ｃに対
して、操作装置９２０とは逆側の位置から操作することができる位置に配置されている。
このため、中心Ｃに対して操作装置９２０と同じ側にステープラ２００が配置されている
場合と比較して、操作装置９２０が記録媒体等を綴じる操作の邪魔になりにくい。
【００４６】
　図３には、外装部１１０の一部である外装部１１０の右側面部が示されている。図３に
示すように、外装部１１０は、先述の開閉部１２０と、第１外装部材１３０と、第２外装
部材１４０とを有する。開閉部１２０、第１外装部材１３０及び第２外装部材１４０は、
それぞれが例えば樹脂を成形することにより製造されている。第２外装部材１４０には、
第１外装部材１３０が、例えば嵌め込むようにして装着されている。また、第１外装部材
１３０は、ヒンジ部１３２を有し、ヒンジ部１３２に対し開閉部１２０がヒンジ部１３２
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を中心として回転することができるように装着されている。外装部１１０は、右側面部以
外の部分も右側側面部と同様に複数の部材を組み合わせることにより構成されている。
【００４７】
　図４には、開閉部１２０の動作が説明されている。図４（ａ）は開閉部１２０が閉じら
れた状態を前側から示していて、この状態においてはステープラ２００が開閉部１２０に
よって覆われている。図４（ｂ）は、開閉部１２０が開かれた状態を前側から示している
。図４（ｂ）に示すように、第１外装部材１３０には、前側面１３３に切欠き１３６が形
成されていると共に、前側の面に貫通孔１３４が形成されている。図４（ａ）に示されて
いる状態から、操作者がヒンジ部１３２を中心に回転させるようにして開閉部１２０を開
くと、切欠き１３６を介して、ステープラ２００の前側の面が画像形成装置本体１００の
外側の空間に対して開放された状態となる。貫通孔１３４は、後述するインターロック２
７０（図５、図６を参照）の可動部２７２（図５、図６を参照）の前側の位置に形成され
ている。
【００４８】
　また、図４（ｂ）に示すように、開閉部１２０の内側には、突起１２４が形成されてい
る。突起１２４は、開閉部１２０が閉じられると、貫通孔１３４を通過するようにして、
インターロック２７０の可動部２７２を押圧する位置に形成されている。
【００４９】
　図５及び図６には、ステープラ２００が示されている。図５及び図６に示されているよ
うに、ステープラ２００は、ステープラ本体２１０と可動部２２０とを有し、これらが取
付板２８０に取り付けられている。ステープラ本体２１０内には、可動部２２０を可動さ
せるための駆動源として用いられているモータ２１２が装着されている。また、ステープ
ラ本体２１０の前側の位置には、ステープラ２００に対して着脱することができるように
補給部２１６が取り付けられている。尚、綴じ方式として、ステープラ本体２１０が可動
で、且つ、本実施例でいう可動部２２０が固定であってもよい。さらには、ステープラ本
体２１０及び可動部２２０の両方が可動であってもよい。
【００５０】
　補給部２１６は、綴じ部材２９０（図７を参照）を補給するために用いられている。ス
テープラ２００内の綴じ２８０が利用し尽くされた場合には、開閉部１２０が開かれた状
態で、切欠き１３６を介して補給部２１６をステープラ本体２１０から取り外し、取り外
した補給部２１６に綴じ部材２９０を補給し、綴じ部材２９０が補給された補給部２１６
をステープラ本体２１０に対して再び装着することによりステープラ２００に綴じ部材を
補給することができる。
【００５１】
　可動部２２０は、モータ２１２から駆動が伝達されることで、図５及び図６に示す記録
媒体を受け入れる受け入れ位置から上昇し、上昇することにより綴じ位置に存在する記録
媒体等に綴じ部材２９０の一片を貫通させ、さらに貫通した状態にある綴じ部材２９０の
両端部側を折り曲げるようにして記録媒体等を綴じる。
【００５２】
　また、ステープラ２００は、用紙の進入を検知する検知部２３０を有する。検知部２３
０は、挿入孔１２２（例えば図１を参照）から挿入されてきた記録媒体等の先端部によっ
て後側へと押されることにより用紙等を検知し、検知部２３０による用紙の検知に基づい
て図示を省略する制御回路がモータ２１２を駆動させ、モータ２１２からの駆動の伝達を
受けて可動部２２０が上方への移動を開始する。
【００５３】
　取付板２８０には、ステープラ２００と併せてインターロック２７０が取り付けられて
いる。インターロック２７０は、開閉部１２０が開かれている場合、即ちステープラ２０
０の少なくとも一部を開放する位置に開閉部１２０が位置する場合にステープラ２００の
駆動を禁止する禁止手段として用いられている。インターロック２７０は、可動部２７２
を有し、開閉部１２０が閉じられることにより可動部２７２が突起１２４（図４（ｂ）参
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照）によって後側へと押されている場合にはモータ２１２への電力の供給を許容する一方
で、開閉部１２０が開かれている場合には、モータ２１２への電力の供給を遮断するよう
になっている。尚、取付板２８０は、後述する側板部材１８０（図９を参照）に対して、
例えばネジ２８２等を用いて装着されている。
【００５４】
　図７には、綴じ部材２９０が示されている。綴じ部材２９０としては、例えば棒状の金
属をコの字型に折り曲げたものを用いることができる。綴じ部材２９０は、補給部２１６
（図５を参照）へと供給される時点においては、複数が互いに付着している。綴じ部材２
９０は、一般にステープラの針と称されることが多い。
【００５５】
　図８には、回収容器３００が示されている。回収容器３００は、図８に矢印Ｇで示す重
力方向の上方に向けて開放部３０２が形成されていて、開放部３０２がステープラ２００
よりも重力方向における下方に配置されている（例えば図１１を参照）。回収容器３００
には、ステープラ２００から排出され、記録媒体等に付着されていない状態となった綴じ
部材２９０が開放部３０２を介して落下するようにして回収される。
【００５６】
　また、回収容器３００の外側における右側面３０４には、封止部材３８０が取り付けら
れている。封止部材３８０は押されることにより変形可能な材料からなり、例えばウレタ
ンを用いることができる。
【００５７】
　図９には、側板部材１８０と、側板部材１８０にステープラ２００が取り付けられた状
態とが示されている。側板部材１８０は、例えば樹脂を形成することにより製造されてい
て、その表面には内側に突出するようにリブ１８２が形成されている。図９においては、
図示の便宜上一部のリブ１８２のみが図示されているものの、リブ１８２は、側板部材１
８０の表面における全域にわたって形成されている。
【００５８】
　リブ１８２は、側板部材１８０に対して垂直となるように形成されていて、略水平とな
る部分である水平部１８４を有する。水平部１８４は、画像形成装置本体１００内から回
収容器３００が取り出される方向が略水平となるように回収容器３００の移動を案内する
回収容器案内部として用いられている。
【００５９】
　側板部材１８０には、ネジ２８２を用いて取付板２８０が固定されていて、取付板２８
０が側板部材１８０に固定されることで、ステープラ２００とインターロック２７０とが
側板部材１８０に固定されている。
【００６０】
　図９におけるＬ２は、可動部２２０の前後方向の長さを示している。
【００６１】
　図１０には、図９に示すようにステープラ２００が装着された側板部材１８０に対して
、さらに回収容器３００が装着された状態が示されている。回収容器３００は、ネジ３１
０を用いて側板部材１８０に固定されている。回収容器３００が側板部材１８０に固定さ
れた状態において、封止部材３８０は右側（図１０おける紙面側）に配置された状態とな
る。
【００６２】
　図１０に示す位置へと回収容器３００を固定する際には、リブ１８２の水平部１８４に
回収容器３００の底面部を載せて、水平部１８４の案内により回収容器３００を滑らせる
ように水平方向に移動させることで図１０に示す位置へと回収容器３００を移動させるこ
とができる。また、図１０に示されている状態から回収容器３００を取り外すには、ネジ
３１０を外した後に、リブ１８２の水平部１８４の案内により回収容器３００を滑らせる
ように略水平方向に移動させることで、回収容器３００の開放部３０２を略水平に保ちつ
つ回収容器３００を取り外すことができる。
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【００６３】
　また、図１０に示すように、回収容器３００の開放部３０２の前後方向の長さをＬ１と
すると、長さＬ１は可動部２２０の前後方向における長さをＬ２（図９を参照）Ｌ２より
も長くなっている。
【００６４】
　図１１には、側板部材１８０と、ステープラ２００と、外装部１１０との位置関係が前
側から示されている。図１１に示すように、ステープラ２００が側板部材１８０に固定さ
れ、外装部１１０が装着された状態において、封止部材３８０は、外装部１１０の第１外
装部材１３０に接触している。そして、封止部材３８０は、第１外装部１１０に押圧され
ることで変形し、回収容器３００と外装部１１０との間に形成される隙間を封止している
。
【００６５】
　また、図１１に示すように、回収容器３００の開放部３０２の左右方向の幅をＷ１とし
、可動部２２０の左右方向における幅をＷ２とすると、幅Ｗ１は幅Ｗ２よりも長くなって
いる。
【００６６】
　図１２には、第１外装部材１３０と、第２外装部材１４０と、回収容器３００と、封止
部材３８０との位置関係が画像形成装置１０の内側（左側）から示されている。図１２に
示されているように、封止部材３８０は、外装部１１０の第２外装部材１４０に接触して
いる。ここで、第２外装部材１４０の封止部材３８０が接触する位置は湾曲しており、特
に回収容器３００との間に隙間が形成されやすい位置である。封止部材３８０は、図１２
に二点鎖線で示すように、図１２に示されている大きさよりも前後に大きくしても良い。
【００６７】
　また、封止部材３８０は、第１外装部材１３０とも接触している。そして、封止部材３
８０は、第１外装部材１３０と第２外装部材１４０との接合部分を封止しており、第１外
装部材１３０と第２外装部材１４０との接合部分に隙間が生じた際も、記録媒体等に付着
されなかった綴じ部材２９０が、隙間から装置外部で落ちることを防止している。
【００６８】
　尚、図１０では、可動部２２０が見えているが、第１外装部材１３０を装着することに
よって、第１外装部材１３０に設けられた凸領域１３１（図１２参照）及び前側面１３３
が回収容器３００の内部側にせり出すようにして固定される。凸領域１３１及び前側面１
３３は、上昇した状態の可動部２２０、つまり、綴じ位置の可動部２２０よりも高い位置
にまで形成されている。また、回収容器３００及び封止部材３８０も、上昇した状態の可
動部２２０よりも高い位置まで設けられている。すなわち、第１外装部材１３０の凸領域
１３１、前側面１３３、回収容器３００により、可動部２２０の前側、右側面側、裏側を
囲むようになっている。
【００６９】
　図１３には、回収容器３００の開放部３０２の水平面への投影面Ｓ１と、ステープラ２
００の水平面への投影面Ｓ２と位置関係が示されている。先述のように、回収容器３００
の開放部３０２の前後方向の長さをＬ１とし、可動部２２０の前後方向における長さをＬ
２とすると、長さＬ１は長さＬ２よりも長くなっている。また、先述のように回収容器３
００の開放部３０２の左右方向の幅をＷ１とし、可動部２２０の左右方向における幅をＷ
２とすると、幅Ｗ１は幅Ｗ２よりも長くなっている。さらには、図１３に示すように、回
収容器３００は、開放部３０２の水平面への投影面Ｓ２が可動部２２０の水平面への投影
面Ｓ１を含んでいる。
【００７０】
　図１４には、画像形成装置１０の第１の変形例が示されている。先述の本発明の実施形
態に係る画像形成装置１０においては、ステープラ２００は、取付板２８０に取り付けら
れていて、取付板２８０が例えば３個のネジ２８２により側板部材１８０に固定されるこ
とにより画像形成装置本体１００に装着されていた（図９を参照）。そして、このような
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構成により、ステープラ２００は、專ら側板部材１８０に支持されていた。
【００７１】
　これに対して、この第１の変形例においては、ステープラ２００は少なくとも一部が回
収容器３００に支持されている。より具体的には、ステープラ２００が固定された取付板
２８０は上側の部分はネジ２８２によって側板部材１８０に支持されているものの、取付
板２８０の下側の部分は、ネジ２８４によって回収容器３００に支持されている。この第
１の変形例においては、側板部材１８０に回収容器３００を取り付けなければ、ステープ
ラ２００を側板部材１８０に取り付けることができない。このため、回収容器３００が取
り付けられていないもののステープラ２００が取り付けられた状態となることがなく、回
収容器３００が取り付けられていないにもかかわらずステープラ２００が用いられること
により、ステープラ２００から排出された綴じ部材２９０が画像形成装置本体１００内に
散乱するとの事態が生じない。
【００７２】
　図１５には、画像形成装置１０の第２の変形例が示されている。先述の本発明の実施形
態に係る画像形成装置１０においては、インターロック２７０は、ステープラ２００と共
に取付板２８０に固定されていて、取付板２８０が側板部材１８０に固定されていた（例
えば図９を参照）。これに対して、この第２の変形例では、インターロック２７０は、回
収容器３００に取り付けられている。このため、回収容器３００が画像形成装置本体１０
０に取り付けられていなければ、インターロック２７０も画像形成装置本体１００に取り
付けられていないことになり、回収容器３００が取り付けられていないにもかかわらずス
テープラ２００が用いられることにより、ステープラ２００から排出された綴じ部材２９
０が画像形成装置本体１００内に散乱するとの事態が生じない。
【００７３】
　尚、この第２の変形例は、先述の第１の変形例と組み合わせることができる。すなわち
、ステープラ２００の少なくとも一部が回収容器３００に支持されているようにする共に
、インターロック２７０を回収容器３００に取り付けられるようにすることもできる。
【００７４】
　図１６及び図１７には、画像形成装置１０の第３の変形例が示されている。先述の本発
明の第１の実施形態に係る画像形成装置１０は、外装部１１０と回収容器３００との間に
形成される隙間を封止する封止部材３８０を有していた。これに対して、この第３の変形
例においては、画像形成装置１０は、綴じ部材２９０を回収容器３００内へと案内する案
内部として用いられている案内部材３９０を有する。案内部材３９０は、途中で折り曲げ
られた例えばポリエステルフィルム等からなる部材であり、一端部側が外装部１１０に装
着されていて、他端部側が回収容器３００内に挿入されている。
【００７５】
　尚、この第３の変形例は、先述の第１の変形例と第２の変形例との少なくとも１つと組
み合わせることができる。すなわち、案内部材３９０を設けると共に、ステープラ２００
の少なくとも一部が回収容器３００に支持されているようにしたり、インターロック２７
０を回収容器３００に取り付けられるようにしたりすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　以上述べたように、本発明は、画像形成装置、綴じ装置及び綴じ部材回収装置に適用す
ることができる。
【符号の説明】
【００７７】
　　１０・・・画像形成装置
　　１０２・・・排出部
　　１１０・・・外装部
　　１２０・・・開閉部
　　１８２・・・リブ
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　　１８４・・・水平部
　　２００・・・ステープラ
　　２７０・・・インターロック
　　２９０・・・綴じ部材
　　３００・・・回収容器
　　３０２・・・開放部
　　３８０・・・封止部材
　　３９０・・・案内部材
　　Ｓ１・・・投影面
　　Ｓ２・・・投影面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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